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IASBがIFRS 第17号保険契約を公表

主な要求事項の概要

Francesco Nagari, Deloitte Global IFRS Insurance Leader | 25 May 2017

本資料（参考和訳）は、Deloitteが2017年5月25日に実施した
ウェブキャストの投影資料を有限責任監査法人トーマツが翻訳
したものであり、原文と合わせてご利用ください。なお原文との
間に差異がある場合には、特段の記述がある場合を除き原文
が優先されます。
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IFRS第17号の適用範囲

IFRS第17号は、一定範囲の異なる種類の契約に適用され、以下のカテゴリーに分類される。

• 自ら発行した保険契約および再保険契約

• 自ら発行した裁量権のある有配当性を有する投資契約 (“DPF”) （企業が保険契約も
発行する場合）

• 保有する再保険契約 (“出再保険”)

IFRS第17号は、実質的にIFRS第4号の適用範囲から除外される項目を継承し、固定料金の
契約（例.ロードサービス支援契約）を追加した。当該契約は、会計方針の選択により、
IFRS第15号に従って会計処理する場合、IFRS第17号の適用対象外とすることができる。
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保険以外の構成要素をアンバンドルする

• 保険者は、保険契約から「区別できる」保険以外の構成要素をアンバンドル（分離）
しなければならない場合がある。

• IFRS第17号には、「区別できる」保険以外の構成要素が存在するかどうか、3種類の
異なるテストを実施する。該当する場合、IFRS第17号以外の基準で会計処理される。

保険要素

1. 区別できる
投資要素

3. 区別できる
財および
サービス

2. 密接に関連しない
組込みデリバティブ

金融商品基準IFRS第9号
を用いて測定

収益認識基準IFRS第15号
を用いて測定

保険契約基準IFRS第17号
を用いて測定

• 「区別できる」サービスの構成要素
を分離することは、IFRS第17号の
新しい要求事項である。
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設例: 投資要素 + サービス要素 (1/2)

保険以外の構成要素をアンバンドルする

保険要素

商品構成

勘定残高

保険契約者の拠出分

運用資産のリターン

管理費

• 保険料: CU1,000

• 給付金

• 死亡保険金: CU5,000 + 勘定残高

• 解約返戻金: 勘定残高 （解約控除なし）

 保険カバーを含んでいない、勘定残高と同一の条件を有する投資商品が、同一の市
場で他の金融機関により販売されている。

 企業は、IFRS第17号に基づいて、保険契約から保険以外の構成要素を分離すべきか
どうかテストを実施する。

*本設例は、IASBによるIFRS第17号設例から引用した

企業には、支払査定プロセスと
資産運用管理部門がある。
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保険以外の構成要素をアンバンドルする

勘定残高は区別
できるか？

 同一の条件を有する投資商品の存在は、当該要素が区別できる可能性
を示唆している。

 保険カバーにより提供される死亡保険金を受ける権利が勘定残高と同
時に失効するまたは満期になる場合、保険要素と投資要素は相互関連
性が高く、従って、区別できない。

支払査定プロセ
スや資産運用管
理サービスを区
別できるか？

 支払査定プロセスや資産運用管理業務は、企業が保険契約を履行する
ために必要不可欠な業務の一部であり、それ単独でまたは保険契約者
にとって容易に利用可能な他の資源と組み合わせて便益を得ることが
できるため、保険契約者に対して区別できる財又はサービスは区別で
きない。

結果として、保険契約から保険以外の構成要素を分離しない。

設例: 投資要素 + サービス要素 (2/2)
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一般モデル – ビルディング・ブロック・アプローチ(BBA)

測定の要求事項

サービスの履行につれて稼
得される契約の予想利益を
当初認識時に測定。将来の
カバーキャッシュ・フロー
に影響する非金融変数の変
更に対して調整される。
Day1割引率（ロックイン割
引率）に基づき、利息を付
利する。

将来キャッシュ・フローの
金額とタイミングの不確実
性に関する会社独自の評価

将来キャッシュ・フローを
現在の金額へ換算する調整

原則

• 測定は現在の最新の見積りの
仮定を用いる

• 契約は、ポートフォリオで販
売した年毎にグループ化され、
収益性のレベルに応じた3グ
ループに細分化される。

• 収益は「保険カバーのサービ
ス」の提供に基づき測定され
報告される

• 利益は繰り延べられ、将来の
カバーに対する見積りの変更
を吸収する（アンロッキン
グ）

• 割引率は市場金利（通貨、期
間、流動性）に基く

• 有配当契約から予測される利
益は資産に基づいて再評価さ
れる

保険料、保険金、給付金、
事業費、新契約費などの
（確率加重した）予想
キャッシュ・フロー

‘Fulfilment cash flows’

Total IFRS Insurance Liability 

Block 1 

将来の期待キャッシュ・フロー
(偏りのない確率加重平均)

Block 4

契約上のサービス・マージン
（CSM）

Block 3

リスク調整

Block 2:

貨幣の時間価値

履行キャッシュ・フロー

IFRS保険負債の合計
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一般モデルの修正と簡便化

測定の要求事項

2つの修正1つの簡便化

金融変数の変動等で
CSMを調整するよう
に修正

•明示的にCSMを認識しない

• 1年以内のカバー期間の契約
に適用可能

一般モデル
“BBA”

残存カバーに係る
負債

変動手数料

アプローチ

保険料配分

アプローチ

間接連動の有配
当契約に係る

BBA

発生保険金に係
る負債

保険者の裁量性に影響する
金融変数の変更等でCSMを
調整するように修正

常にBBAが適用される
が、CSMを認識しない
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測定の要求事項

 これは、2013年公開草案後に導入された新しい要求事項で、ミラーリングアプローチに代わる
ものである。

 直接連動の有配当保険契約には、基礎となる項目からサービスに対する変動手数料を控除し
た金額に相当する金額を保険契約者に支払う義務が発生すると理解されている。

 VFAは、以下において一般モデルを修正する。

 将来のサービスに対する変動手数料を表す基礎となる項目の企業の持分の変動額を反映
するように、CSMを修正する（金融変数）。

 CSM残高および変動手数料の変更から生じる発生計上した利息は、現在の利率を反映する
（金融変数）。

変動手数料アプローチ (VFA)



Deloitte IFRS Insurance Webcast – 2017年5月25日© 2017 Deloitte LLP. All rights reserved. 10

測定の要求事項

 基礎となる項目の企業の持分は経済的リターンの割合として理解される契約が存在する。

 投資リターンの保有分に比例して保険契約者に支払う割合の見積りの変更について、企
業の裁量性の変動として参照する。

 一般測定モデルは、以下のように条件変更される。

 契約上のサービスマージンを裁量性の変更を原因とする金融変数の変動に応じて
調整する（金融変数）。

 CSM残高について発生計上する利息を一般モデルにおけるday1（初日）のロック
イン割引率を使用して計算する。

間接連動の有配当契約
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IFRS第17号 - CSMの会計単位

集約のレベル

• ポートフォリオとは、同様のリスクに晒され、かつ、一括して管理される保険契約の集合である。

• ポートフォリオは、当初認識時に以下の保険契約のグループに分轄しなければならない。

o 不利な契約のグループ（あれば）

o 不利となる重大なリスクがない利益の見込まれる契約のグループ（あれば）

o その他の利益の見込まれる契約のグループ

• 同じ12か月間の中で発行された契約のみをグルーピングすることができる。

• 上記で特定されたグループをさらに細分化することが認められる。より短期間のグループも認め
られる。

• グループは契約の開始時に設定し、事後に再評価しない。CSMの調整および純損益への帰属
分はグループレベルで実施され、グループをCSMに対する単一の会計単位とする。

• VFAおよび間接連動の有配当契約に対する集計の要求事項は、一般モデルと同様である。
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IFRS第17号 会計単位 – CSMの特殊なケース

集約のレベル

PAA

 PAAを適用する保険契約に対して、事実および状況が不利であることを示していない限り、
企業は、当該ポートフォリオのPAA契約が当初認識時に不利な契約を含んでないと推定し
なければならない。

 契約が不利となる重要なリスクがあると認められる場合、PAAを二つのグループに分けて収益
性のある契約を集計する。ただし、事実と状況が示唆する場合にのみ限られる。

「相互扶助」
 あるグループの保険契約のキャッシュ・フローが、異なるグループの保険契約者に支払わ
れるキャッシュ・フローによって影響を受ける場合、CSMの調整にこれを考慮しなけれ
ばならない。

 実務的に、このような特徴から、「相互扶助された」すべてのグループを結合してCSM
を調整するように会計単位を拡大することになる。

基礎となる項

目のプール

年次グループ１の

保険契約者

年次グループ2の

保険契約者

CSMを調整す

る会計単位は、
グループ１と２
を結合する
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現時点の割引率で算定された
キャッシュ・フローの現在価値

純損益割引率で算定された
キャッシュ・フローの現在価値

その他の包括利益(オプション)

保険金融収益または費用

保険負債に係る割引率の巻き戻し予想額
(純損益割引率) 負債の裏付資産から生じる実績運用稼得利益

不利な契約に係る損失の認識
(初日損失を含む)

発生保険金に係る負債からの
キャッシュフローの変動

(BEL+リスク調整)

損失要素および発生保険金に係
る負債からの実績調整

保険サービスの成果に係るその他の項目

当期実績正味キャッシュ・アウトフロー
(投資要素を除く)

保険サービス費用

純損益計算書

CSMの解放
(新契約費グロスアップ後)

残存カバーのリスク
調整の変動

当期期待正味キャッシュ・アウトフロー
(投資要素を除く)

保険収益

新契約費の償却 (CSM グロスアップ)

真新しい保険収益および費用－投資要素の分解

保険収益

運用収益
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完全な修正再表示が強制されるが、簡便法が適用可能である

経過措置

適用可能な3つのアプローチ

1. すべての保険契約グループに、完全遡及アプローチを適用しなければならない。ただし、
実務上不可能である、または、移行日に契約グループの保有契約の開始が認識できない
場合はその限りではない。

2. 完全遡及アプローチの適用が実務上不可能である場合、企業は修正遡及アプローチおよ
び公正価値アプローチのいずれかを選択適用することができる。

修正遡及アプローチ

 修正遡及アプローチは、完全な修正再表示の近似値を求めることを目的とする。以下
の方法による。

 合理的で裏付け可能な情報を使用する。ただし、過大なコストや労力を掛けずに利用
可能な情報のみを利用すればよい。

 完全遡及アプローチを適用したならば使用されたであろう情報を最大限に使用するこ
と。ただし、過大なコストや労力を掛けずに利用可能な情報のみを利用すればよい。

 一般モデルおよびVFA修正に構成される。
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完全な修正再表示が強制されるが、簡便法が適用可能である

経過措置

契約をグループ化する場合の簡便法

 修正遡及アプローチでは、企業は、完全遡及アプローチを適用するために必要とされる
合理的で裏付け可能な情報が入手できない場合、同一のグループにおける1年以上離れて
発行された契約をグループ化することが可能である。

 公正価値アプローチでは、企業は、あるグループ内の契約が同じ12か月以内に発行され
ていることを確実にするために、さらに細分化するために必要な合理的かつ裏付け可能
な情報を入手できない場合、1年超離れて発行された契約を異なるグループに分ける必要
はない。
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経過措置

例示 （発効日：2021年1月1日）

遡及アプローチ

修正遡及アプローチ

公正価値アプローチ

BS3BS2BS1

2020/4/1

(移行日)

2021/3/31 2022/3/31 

IS1 IS2

線表のそれぞれは、各年
毎に発行された契約のグ
ループをすべて含むもの
であり、複数の異なる

ポートフォリオのそれぞ
れ一部を表す。

BS = 貸借対照表
IS = 包括利益計算

- 1 yr

- 2 yr

- 3 yr

- 4 yr

- 5 yr

- 6 yr

- 7 yr

- 12 yr

- 13 yr

- 14 yr

実務上不可能が発生

実務上不可能な領域

- 11 yr

- 8 yr

- 9 yr

- 10 yr

現行の財務報告の要求事項に
基づく、最大限の比較期間
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IFRS第17号およびIFRS第9号の検討事項

経過措置

 一部の保険会社は、2021年1月1日まで、IAS第39号の適用継続を選択可能である。

 IFRS第17号適用開始日前にIFRS第9号を適用した場合、保険者は、適用開始日において、以下の
オプションを適用可能である（暦年を財務報告期間とする企業の適用開始日は 2021年1月1日）。

許容されるが
要求されない

 FVTPLで測定する金融資産を指定する。ただし、会計上のミスマッチ
を除去するまたは大幅に低減する可能性がある場合である。

 2021年1月1日に存在する事実と状況を参照して、保険契約に関する
指定された資産に係るIFRS第9号の分類について、ビジネスモデルを
評価する。

 事後的判断を使用せず、オプションに基づいて、比較情報を修正再表
示する。

 資本性金融商品への投資をFVOCI認識に指定するまたは過去の指定を
無効にする。

要求される
 会計上のミスマッチにつながる過去の指定を削除する場合、過去の

FVTPLとする指定を無効にする。
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今後の予定

IASB

• IASBはIFRS第17号保険契約の導入を支援するため、移行リソース・グループ
（Transition Resource Group：TRG）を設立する。

• 2017年7月31日以降にTRGメンバーを通知する。

Deloitte

• 「オンデマンドのウェブキャスト」”on demand webcasts”シリーズを始める。また、
保険者のIFRS第17号の導入の取り組みについて支援するエミネンスレターを発行する。

• IFRS第17号の実務ガイドを発行する。

• IFRS第17号に係るデロイトの解釈ガイダンスをデロイトの会計検索ツール（オンライン
のサイト）を通じて継続的に公表する予定である。
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